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滋
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こ
こ
に
大
津
事
件
と
い
う
の
は
、
明
治
二
十
四
年
五
月

=

日
、
当
時
の
滋
賀
県
大
津
町
大
字
下
小
唐
崎
に
お
い
て
起

っ
た
ロ
シ
ア
皇
太
子

遭
難
事
件
で
あ
る
。
事
件
そ
の
も
の
も
、
、ま
さ
し
く
驚
天
動
地
の
兇
変
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
明
治
憲
法
発
効
後
半
年
に
も
み
た
な

い
時
点

に
お
い
て
、
近
代
立
憲
主
義
憲
法
の

一
磔
柱
と
い
う
べ
き
司
法
権
独
立
の
原
則
が
確
認
さ
れ
る
契
機
を
提
供
し
た
と
い
う
意
味
で
、
・わ

が
憲
法
史
上
最
大
の
歴
史
的
意
義
を
も
つ
と
さ
れ
、

そ
の
主
役
た
る
当
時
の
大
審
院
長
児
島
惟
謙
は

「護
法
の
神
」

と
た
た
え
ら
れ
て
き
た

(脳騰
強
罐
鴎
蝦

漣
搬
詳
羅
)m匙
羅

応
織
講
顕
)。

　
し
か
し
星
霜
移

っ
て
八
○
年
。
最
近
で
は
平
賀
書
簡
問
題
な
ど
が
生
じ
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
で
、
大
津
事
件
に
お
い
て
大
審
院
長
が
、
自
ら

大
津

へ
出
か
け
て
担
当
裁
判
官
に
対
し
て
個

々
に
強
力
な
説
得
を
試
み
、
遂
に
見
解
を
変
更
さ
せ
た
こ
と
が
改
め
て
問
題

と
さ
れ
、
論
者
の
中

に
は
、
児
島
惟
謙
を

「
護
法
の
神
」

の
座
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
し
て
、
新
に
司
法
権
独
立
の
原
則
を
再
確
認
す
べ
き
時
期
が
ぎ
た
と
す
る
者
さ

え
現
わ
れ
る
に
い
た
り
た
。
ま
こ
と
に
、
児
島
惟
謙
の
行
動
は
、

一
裁
判
所
長
が
事
件
担
当
の
裁
判
官
に
書
簡
を
送

っ
た
の
と
は
、
比
較
に
な

ら
ぬ
ほ
ど
の
重
大
な
裁
判
干
渉
で
あ

っ
た
。
た
だ
従
来
は
、
判
決
に
示
さ
れ
た
法
解
釈
が
正
当
で
あ
り
、
し
か
も
内
閣

の
政
治
的
圧
力
に
敢
然

と
抵
抗
し
て
、
こ
の
正
し
い
解
釈
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
全
力
を
尽
し
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
、
児
島
惟
謙
の
行
動
を
賞
揚
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
事
件
処
理
の
実
質
を
重
視
し
た
見
解
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
処
理
の
手
続
的
側
面
を
軽
視
な
い
し
無
視
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
さ

ら
に
は
対
外
的
独
立
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
、
司
法
権
内
部
に
対
す
る
独
立
を
閑
却
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
　
　
　
　
大
津
事
件
と
滋
賀
県
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滋
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大
津
事
件
の
中
心
的
な
問
題
は
、
犯
人
津
田
三
蔵
に
対
し
て
、
当
時
の
刑
法
第

=

六
条

「
天
皇
、
三
后
、
皇
太
子

に
対
し
危
害
を
加

へ
ん

と
し
た
る
者
は
死
刑
に
処
す
」
を
適
用
し
て
処
刑
し
、
以
て
ロ
シ
ア
の
怒
り
を
緩
和
せ
ん
と
す
る
内
閣
側
の
見
解
と
、
右
法
条
は
外
国
皇
族
を
.

含
ま
ず
、
従

久
て
通
常
の
謀
殺
未
遂

(最
高
刑
は
無
期
徒
刑
)
で
処
罰
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
児
島
大
審
院
長
ら
の
見
解
と
が
対
立
し
た
点

で
あ

る
。
右

の
内
閣
側
の
見
解
が
牽
強
附
会
の
説
で
あ
る
こ
と
、
今
日
か
ら
見
て
も
疑
問
の
余
地
が
な
い
が
、
当
時
に
お
い
て
も
法
曹
界
の
意

見
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
圧
倒
的
に
内
閣
側
の
所
見
に
反
対
で
あ

っ
た
。
児
島
汰
審
院
長
の
主
張
の
背
後
に
は
、

こ
の
よ
う
な
法
曹
界
の

一
般
的
見
解
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
当
時
の
東
京
法
科
大
学
の
教
授
た
ち
、
そ
の
な
か
で
も
児
島
と
同
じ

く
宇
和
島
藩
出
身
で
親
交
の
あ

っ
た
穂
積
陳
重
教
授
が
強
力
な
支
持
を
与
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

説
を
な
す
者
は
、
児
島

・
穂
積
の
ご
と
き
は
弱
小
藩
出
身
の
俊
英
が
、
薩
長
藩
閥
で
か
た
め
ら
れ
て
い
る
行
政
府
を
避
け
て
、
非
政
治
的
な

司
法
界

・
学
界
に
お
い
て
蝋
角
を
あ
ら
わ
し
た
典
型
で
あ

っ
て
、
大
津
事
件
は
、
薩
長
出
身
政
府
要
路
者
た
ち
に

一
泡

ふ
か
せ
た
弱
小
藩
出
身

、音
の
反
抗
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
。
興
味
を
そ
そ
る
見
方
で
は
あ
る
が
、
余
り
に
も
う
が
ち
す
ぎ
た
短
見
た
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
事
件
の

中
枢

は
、
や
は
り
正
し
い
法
解
釈
を
固
持
す
る
か
、
内
閣
の
政
治
的
要
請
に
屈
服
す
る
か
、
に
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

内
閣
側
は
、

法
曹
界

の
大
多
数
の
見
解
が
反
対
で
あ

っ
た
だ
け
に
、

な
お
さ
ら
手
段
を
え
ら
ば
ぬ

強
圧
的
な
干
渉
を
企
て

た
よ
う
に
見
え

る
。

例
え
ば
、
五
月

一
八
日
に
、
七
名
の
担
当
判
事
の
う
ち
、
堤
正
己
裁
判
長
に
は
陸
奥
農
相
が
、
中
定
勝
お
よ
び
木
下
哲
三
郎
両
判
事
に
は

山
田
法
相
が
、
高
野
真
遜
判
事
に
は
大
木
枢
密
院
議
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
省
に
お
い
て
個
別
的
に
会
談
し
て
い
る
。
話
の
内
容
は
厳
重
に
秘

匿
せ
ら
れ
て
今
日
に
至

っ
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
右
の
四
判
事
以
外
の
三
名
の
判
事
に
つ
い
て
は
、
土
師
経
典
判
事
は
薩
摩
出
身
で
西
郷

内
相
と
親
し
い
間
柄
の
者
、
安
居
脩
蔵

(膨
礁
謬

・
井
上
正

一
両
判
事
は
内
閣
見
解
に
最
初
か
ら
強
硬
に
反
対
し
て
い
て
容
易
に
所
信
を
枉
げ
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
内
閣
側
が
五
対
二
で
判
決
内
容
を
内
閣
見
解
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
策
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
瞭
で
あ
る
。、贈

:L屯
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さ
ら
に
児
島
院
長
お
よ
び
堤

・
中

・
土
師

・
安
居

・
高
野
の
五
判
事
は
、
五
月
二
〇
日
に
京
都
で
明
治
天
皇
に
拝
謁

「
今
般
露
国
皇
太
子
に

関
す
る
事
件
は
国
家
の
大
事
な
り
、
注
意
し
て
速
か
に
処
分
す
べ
し
」
と
い
う
勅
語
を
賜
わ

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
記
六
名
が

　
一
九
日
午
後
五
時
五
〇
分
新
橋
停
車
場
を
出
発
す
る
と
き

蒔
翫
伽
燃
野
晒
劇
懸
)
と
く
に
山
田
法
相
が
見
送
り
に
出
て
各
判
事
に
対
し

「京
都
行
在

所
よ
り
通
達
の
旨
も
あ
る
に
つ
き
、
諸
君
に
は
京
都
に
直
行
し
、
天
機
を
伺
い
て
大
津
に
至
る
べ
し
」
と
告
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
内

閣
側
は
勅
語
を
利
用
す
る
こ
と
さ
え
辞
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

児
島
大
審
院
長
は
、
こ
う
し
た
内
閣
側
の
圧
力
に
対
抗
し
て
、
正
し
い
法
解
釈
を
判
決
中
に
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
使
命
感
に
燃
え
て
担
当

判
事
に
個

々
に
面
接

・
説
得
す
る
と
い
う
思
い
切

っ
た
挙
に
出
で
、
そ
の
際
、
前
記
勅
語
に
も
触
れ
て
、
そ
の
中
に

「
注
意
し
て
」
と
あ
る
の

が
要
点

で
あ
る
と
し
、
法
律
の
解
釈
を
誤

っ
て
国
家
を
辱
か
し
め
る
こ
と
の
な
一い
よ
う
要
望
し
た
。
内
閣
側
の
理
解
の
仕
方
は
、
明
ら
か
に
勅

語
は
犯

人
の
死
刑
を
も
と
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

っ
た
が
、
大
審
院
長
は
そ
う
は
解
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
院
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

は
、
五
月
二

一
日
午
後
、
宿
舎
の
大
津
竹
清
掻
の

一
室

で
堤
裁
判
長
に
対
し
声
涙
と
も
に
く
だ
る
熱
烈
な
説
得
を
行
な

っ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て

堤
裁
判
長
は
五
月
二
三
日
、
院
長
に
対
し
、
熟
慮
の
結
果
見
解
を
改
め
る
に
至

っ
た
こ
と
を
告
知
、
「安
居
・井
上
両
判
事
は
は
じ
め
よ
り
同
意

・
見
で
あ

る
か
ら
懸
念
な
し
、
土
師

・
中

・
高
野

・
木
下
の
四
判
事
中
3
其
の

一
名
を
反
省
せ
し
め
よ
」
と
述
べ
た
の
で
、
院
長
は
大
い
に
喜
び
、

直
ち
に
木
下
判
事
を
招
い
て
所
見
を
改
め
ざ
す
こ
と
に
成
功
、
さ
ら
に
土
師
判
事
に
も
面
接
し
て
い
る
事
実
な
ど
は
、
今

日
、
種

々
の
資
料
に

よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
局
、
五
月
二
七
日
の
判
決
は
六
対

一
(胞
韻
む
礪
の
)
を
も

っ
て
、
犯
人
を
謀
殺
未
遂

で
無
期
徒
刑
に
処
し

た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
を

ふ
り
か
え

っ
て
み
る
と
、

児
島
院
長
の
言
動
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

堤
裁
判
長
や
木
下
判
事
な
ど
の

言
動
に
つ
い
て

も
、
考

え
な
お
し
て
み
る
べ
き
数

々
の
問
題
点
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
時
期

に
、
家
永

三
郎
教
授
の
編
註

に

な
る

「
児
島
推
譲
-

大
津
事
件
日
誌
」
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
(輔
疎
肥
六
)
ま
こ
と
に
適
切
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
児
島
惟
謙
の

「第

一

　
　
　
　
　

大
津
事
件
と
滋
賀
県
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大
津
事
件
と
滋
賀
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　四

手
記
-一
「第

二
手
記
」
の
ほ
か
に
興
味
深
い
も
⑳
と
し
て
穂
積
陳
重
夫
人

「歌
子
日
記
」
(
抄
)
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
大
津
事
件
に
つ
い

て
詳
論
し
た
尾
佐
竹
猛
博
士
が

「
…
…
午
後
五
時
五
十
分
大
津
局
発
に
て

『
カ
チ
ヲ
セ
イ
ス
ル
ニ
イ
タ
レ
リ
ア
ン
シ
ン
ア

レ
』
と
の
電
報
は
某

所
に
飛

ん
だ
。
読
者
よ
某
書
に
掲
げ
た
る
此
電
報
を
読
ま
ば
、
正
に
箇
中
の
消
息
を
知
る
を
得
る
で
あ
ろ
う
。」
(糊
贈
鰍
嬰

熱
戦
灘
畷
臥
昭
)
と
い
う

よ
う
な
謎
め
い
た
記
述
を
し
て
い
る
の
も
、
今
日
で
は
、
こ
の

「
歌
子
日
記
」
に
よ
り
盟
友
穂
籏
陳
重
に
宛
て
た
児
島
の
電
報
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　
　

へ

　

と
こ
ろ
が
、
考
え
て
み
る
と
、
穂
積
家
に
現
に
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
電
報
の
発
信
時
間

「午
後
五
時
五
十
分
」
大
津
局

、発
と
い
う
の
が
、
す
こ
ぶ
る
問
題
で
あ
る
Q

　

児
島
大
審
院
長
の
第

}
手
記
に
も
、
第
二
手
記
に
も
、
公
判
は
午
後
零
時
三
〇
分
開
廷
、
三
時
裁
判
官
の
合
議
、
六
時
宣
告
書
成
り
直
ち
に

開
廷
し
宣
告
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
江
新
報
社

「
御
遭
難
の
始
末
」
に
よ
れ
ば
、
裁
判
の
宣
告
の
あ

っ
た
の
は
午
後
六
時
三
〇
分
で
あ

り

(
八
七
頁
)
、
当
時
の
大
津
裁
判
所
判
事
三
浦
順
太
郎
氏
の

「大
津
事
変
実
験
記
」
に
も
六
時
半
判
決
言
渡
と
あ
る

(
六
四
頁
)。
更
に
後
に

述
べ
る
当
時
の
滋
賀
県
知
事
沖
守
固
所
蔵
の

「
大
津
事
件
資
料
」
に
も

「午
後
三
時
二
〇-
分
審
問
弁
論
全
く
終
結
し
三
蔵

を
仮
監
に
拘
置
す
。

午
後
六
時
再
び
開
廷
す
。
即
ち
裁
判
宣
告
は
公
開
な
る
を
以
て
傍
聴
券
を
頒
与
す
…
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
判
決
の
言
渡
は
午
後

六
時
に
開
廷
さ
れ
た
公
判
廷
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
が
完
了
し
た
の
は
午
後
六
時
三
〇
分
頃
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
午
後
五
時
五
十
分
に
大
津
局
か
ら
上
記
の
電
報
を
発
信
し
て
い
る
の
は
、
判
決
宣
告
前
に
、
判
決
の
内
容
を
知
り
、
且
つ
こ
れ
、

を
外
部

に
も
ら
し
た
と
い
う
奇
怪
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
記

「御
遭
難
の
始
末
」
に
、
傍
聴
人
た
ち
が
裁
判
所
前
庭
の
芝
生

や
溜
所

に
い
て

「
頻
り
に
如
何
な
る
宣
告
な
ら
ん
と
待
構
え
み
け
る
。
児
島
大
審
院
長
三
好
検
事
総
長
は
腕
車
に
て
裁
判
所
を
出
て
他

へ
赴
か

れ
た
れ
ば
、
こ
は
明
日
に
延
期
さ
み
る
こ
と
も
や
な
ど
各
咳
く
中
、
同
院
長
検
事
総
長
も
再
び
帰
力
来
ら
れ
、
同
午
后
六
時
三
〇
分
に
裁
判
宣

告
あ
り
た
り
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
外
出
の
際
に
、
電
報
の
発
信
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

、

一 イ'▼

「



　
た
だ
し
、
五
月
二
九
日
付
東
京
朝
日
新
聞
に
は

「
五
月
二
七
日
午
后
五
時
三
五
分
大
津
発
」
の
電
報
と
し
て

「
裁
判
宣
告
の
際
は
傍
聴
人
百

十
余
名
あ
り
て
、
中
に
も
新
聞
記
者
官
吏
等
多
く
、
警
戒
頗
る
厳
重
な
り
、
又
宣
告
終
る
や
傍
聴
人
中
、
国
家
万
歳
を
唱

ふ
る
者
あ
り
し
」
と

い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
重
視
す
れ
ぽ
話
は
別
で
あ
る
。

　
右
に
示
し
た
よ
う
な
点
を
は
じ
め
大
津
事
件
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
問
題
は
多
い
が
そ
の
資
料
は
従
来
か
な
り
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
古
典
的

蛮
も
の
は
前
述
尾
佐
竹
氏
の
著
詠

(献
囎
牌
略
歴
咽
質
物
灘
紛
蹴
畷
瞳
鵬
湖
)
一二
浦
氏
の
著
書
、
花
井
卓
蔵

「大
津
事
件
顛
末
録
」
な
ど
で
あ
る

が
、
数

多
く
の
資
料
を
網
羅
し
た
最
も
重
要
な
も
の
は
安
斉
保
判
事

「大
津
事
件
に
就
て
」
　
(司
法
省
刑
事
局

・
思
想
研
究
資
料
特
輯
第
六
五

号
、
昭

和

一
四
年
九
月
出
版
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
の
諸
著
書
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
司
法
省
大
臣
官
房
所
蔵

「湖
南
事
件
関
係
書
類
」
、

滋
賀
県
庁
お
よ
び
滋
賀
刑
務
所
所
蔵
の
当
時
の
文
書
、
さ
ら
に
ま
た
当
時
の
新
聞
記
事
な
ど
を
猟
渉
し
た
綿
密
な
研
究
で
あ
る
。
た
だ
「
極
秘
」

「
取
扱

注
意
」
と
表
紙

に
註
記
せ
ら
れ
て
お
り
、

一
般
に
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
が
、
幸
に
滋
賀
県
立
図
書
館
に
は

「著
者
寄
贈
」
と
朱
書
さ

れ
た

U
本
が
あ
る
。
な
お
同
図
書
館
に
は
、
上
記
尾
佐
竹

・
三
浦

・
花
井
諸
氏
の
著
書
も
備
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
近
江
新
報
社

「御
遭
難
の

　

な

始
末
」

が
あ
り
、
ま
た
、
明
治
二
四
年
四
月
九
日
滋
賀
県
知
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
事
件
当
日
の
五
日
前
、
五
月
六
日
に
着
任

し
た
ば
か
り
に
も
か

か
わ
ら
ザ
、
事
件

の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
五
月

一
六
日
付
懲
戒
免
官
と
な

っ
た
沖
守
固
氏

(駆
痴
燃
朋
↑
歎
湘
膳
鮨
際

包

の
所

蔵
資
料

を
載

せ
た

「
ふ
る
さ
と
近
江
」
(輌
紙
肋
脇
燦
励
蹴
訪
鰯
蹄
脈
脈
既
絢
爛
雛
瓢
箪
一網
肺
遡
載○
)

も
あ
る
。
さ
ら
に
早
崎
慶
三
氏
が

「
大
津
事
件

の
真
相
」
と
題
し
て
昭
和
三

八
年

一
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
三
〇
日
ま
で
滋
賀
日
々
新
聞
に
連
載
し
た
記
事
の
切
抜
帳
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。
な
お
滋
賀
県
庁
に
は
、
兇
器

の
帯
剣
、
皇
太
子
の
血
液
の
に
じ
ん
だ

ハ
ン
カ
チ
、
座
布
団
の
ほ
か

「
大
津
事
件
関
係
書
類
」
と
題
し
た
二
冊
の
綴
り
、
'そ
の
他

の
文
書
が
の

こ
さ
れ

て
い
る
。

　
本
稿

で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
、
特
に
滋
賀
県
に
関
係
の
深

い
若
干
の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
う
　
(蹴
齢
餓
糠
融
臣
耕
蕨
浴
殿
糟
矧
姫

糊
雅

醐羅

懇
齢
騨
」松
山パ塑
碩
弛
聾
鏡
課
嶽
餐
霧
)。
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一L
ノ、

註
　
岩
波

。
近
代
日
本
総
合
年
表
に
よ
れ
ぽ
近
江
新
報
は
明
治
二
三
年
二
月
創
刊
さ
れ
て
い
る

(
一
二
四
頁
)。
同
社
の

「
御
避
難
之
始
末
」

は
い
つ
ご
ろ
発
行
さ
れ
た
か
明
ら
か

　
で
は
な
い
が
、
滋
賀
県
立
図
書
館
の
カ
ー
ド
ボ

ヅ
ク
ス
で
は

「明
治
二
四
年
六
月
P
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に

「
:
…
・殊
に
御
避
難
の
現
状
及
び
其
前
後
の
事
は
詳
細

　
に
記
述
な
し

一
は
世
上
浮
説
の
誤
を
正
七
、

一
は
後
世
史
家
の
史
料
に
供
せ
ん
と
す
、
只
其
事
実
た
る
錯
雑
糾
紛
頗
る
裁
現
し
難
き
を
以
て
記
事
の
体
裁
或
は
雑
駁
に
流
る
る
な

　
き
を
保
せ
ず
と
錐
も
務
め
て
精
確
に
し
て
誤
謬
を
伝
え
ざ
る
を
期
す
」
と
述
べ
て
あ
る
の
か
ら
察
す
れ
ば
、
事
件
発
生
後
、
そ
う
遠
く
な
い
時
期
の
発
行
と
み
ら
れ
る
。
な
お
県

　
立
図
書
館
所
蔵
の
こ
の
書
物
に
は
、
宮
内
省
で
武
田
勝
造
氏
が
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
の
伝
記
を
編
纂
中
で
あ
り
、
大
津
事
件
の
資
料
お
よ
び
写
真
を
大
津
市
役
所
宛
求
め
て
き
た

　
旨
の
新
聞
の
切
抜
が
あ
り
、
そ
の
中
に

「因
に
本
社
で
は
其
当
時
露
国
皇
太
子
御
遭
難
始
末
記
と
題
し
た
小
冊
子
を
発
行
し
た
。
日
露
開
戦
前
震
国
人
は
大
津
に
く
る
毎
に
小
唐

　
崎
町
の
永
井
長
助
方
を
訪
問
し
血
染
の
ハ
ゾ
カ
チ
↑
フ
を
拝
見
し
た
い
と
い
ひ
又
永
井
氏
宅
を
撮
影
す
る
な
ど
敵
愾
心
を
あ
ほ
っ
た
、
又
戦
後
に
於
て
は
日
露
の
国
交
を
害
す
る

　
と
あ
っ
て
永
井
氏
宅
を
買

い
あ
げ
る
や
ら
血
染
の

ハ
ン
カ
チ
を
隠
す
な
ど
の
騒
ぎ
も
あ

っ
た
h
T
度
そ
の
頓
才
県
警
察
部
員
は
本
社
に
来
て
遭
難
始
末
を
全
部
賃
あ
げ
た
い
と
あ

　
っ
て
押
収
し
去
っ
た
が
歴
史
上
の
参
考
と
し
て
幾
冊
か
ひ
そ
か
に
保
存
し
て
い
る
、
去
月
之
を
編
纂
し
た
在
札
幌
の
小
川
忠
之
助
君
か
ら
是
非

一
冊
ほ
し
い
と
い
う
の
で
送
附
し

　
た
、
又
当
時
津
田
三
蔵
の
た
め
官
選
弁
護
と
な
っ
た
の
は
谷
沢
龍
蔵
中
山
勘
三
の
三
民
で
あ
る
が
谷
沢
氏
は
故
人
と
な
り
、
中
山
氏
は
改
名
し
て
中
山
半
と
称
し
目
下
東
京
に
現

　
存
し
て
み
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
新
聞
記
事
も
目
附
は
分
ら
な
い
。

'

　
事
件

の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
沖
知
事
ど
同
様
に
五
月

一
六
目
附
懲
戒
免
官
と
な
っ
た
斉
藤
秋
夫
警
部
長

(媚
脂
融
蘇
砂
船
)

は
、
位
記
返
上
を
も

命
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
憂
目
を
み
て
い
る
が
、

ロ
シ
ヤ
皇
太
子
の
警
護
に
つ
い
て
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦
心
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、

沖
守
固
所
蔵
資
料
に
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
県
下
各
署
よ
り

応
援
せ
し
め
、

大
津
警
察
署
長
警
部
桑
山
吉
輝
の
指
揮
の
下
に
警
部

=

人
、

巡
査

一
五
三
人
、

雇
四
人
を
以
て
警
衛
し
た
。

ま
た
同
資
料
に
は
、
桑
山
署
長
よ
り
警
衛
の
巡
査
等

へ
与
え
た
訓
示
が
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

　

「
…
…
到

る
処
夫

々
御
接
待

の
準
備
を
な
し
、
其
状
殆

ん
ど
狂
す
る
も
の
の
如

し
、
殊

に
御
来
遊

の
皇
太
子
殿
下
は
吾
が
皇
室
と
国
家

に
対
し
て
は
、

空
前

絶

後
の
大
賓

と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る

に
、
頃

日
或
新
聞
を
閲
読
す
る
に
、
往

々
種

々
無
稽

の
妄
説
を
流
布

し
、
露
国
は
我
日
本

に
ば
昔
年
望
み
あ
り
、

今

や
内
地

に
漫
遊

せ
ら
る
る
は
前
途

の
希
望
あ
る
を
似
て
な

り
つ
或

は
我
日
本
に
あ

り
て
も
殊
更
露
国

に
日
本

と
の
葛
藤
紛
糾
を
生
ぜ

し
め
、
其
隙
に
乗
じ
事

を
為
さ
ん
と
企
望

し
、
動
も
す
れ
ば

不
敬
を
働
き
、
葛
藤
を
惹
起

せ
ん
と
す
る
も

の
な
し
と
断
言
し
難
し
。
現

に
不
敬
を
為
さ
ん
と
陰
謀
す

る
老
あ
る
も

の
の

如

き
聞
え
あ

る
を
以

て
、
筍
も
警
察

に
職
を
奉
じ
、
御
警
衛

に
従
事
す

る
も

の
は
十
二
分
の
戒
心
を
為
し
、
十

二
分

の
視
察
を
加
え
、
活
溌
運
動
を
為
さ
ざ
る

ぺ
か
ら
ず
…
…
」



司

ρ

、

・

　
と
述
べ
て
い
る
。
何
か
事
の
起
り
そ
う
な
無
気
味
な
空
気
が
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

護
方
法

に
つ
い
て
、
興
味
深
い
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
日
ぐ

ま
た
同
署
長
の
訓
示
に
は
、
巡
査
の
警

　
　

「…
…
小
官
が
聞
く
処
に
依
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
警
察
官
は
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
御
巡
幸
の
時
、
御
警
衛
を
為
す
に
は
、
恐
れ
多
く
も
、
陛

、

　

下
に
背
を
向
け
奉
り
て
拝
観
人
の
行
為
、
挙
動
を
視
察
し
、
尚
且
群
集
雑
沓
を
制
止
す
る
と
云
え
り
、
今
其
然
か
る
所
以
の
も
の
を
聞
く
に
、
日
本
の
如
く
、

　

陛
下
に
対
し
正
面
に
向
う
時
は
拝
観
人
に
背
を
向
け
ざ
る
可
か
ら
ず
。
さ
す
れ
ば
自
ら
警
眼
の
注
射
し
得
べ
か
ら
ざ
る
は
言
を
俟
た
ず
。
故
に
宇
内
に
警
察
国

　

と
も
品
評
す
べ
き
ド
イ
ツ
は
此
点
に
付
て
も
流
石
能
く
注
意
、
周
到
慎
密
至
れ
り
尽
せ
り
と
大
に
感
動
を
起
せ
り
。
日
本
は
古
来
の
習
慣
、
行
幸
啓
の
際
、
陛

　

下
に
背
を
向
け
る
が
如
き
は
大
不
敬
極
ま
る
を
以
て
、
今
更
奇
異
な
ド
イ
ツ
の
風
を
為
す
に
及
ば
ず
と
雛
も
、
精
神
を
注
ぐ
点
に
至
り
て
は
、
ド
イ
ツ
の
警
察

　

と
同
一
に
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
殊
に
警
部
長
は
、
巡
査
が
眼
は
…
…
前
後
左
右
各
二
個
ず
つ
、
都
合

一
身
八
つ
の
眼
を
以
て
注
意
し
、
無
事
平
穏
に
御

　

警
衛
事
務
を
果
す
べ
し
と
再
三
再
四
小
官
に
懇
切
訓
示
せ
ら
る
る
処
あ
り
し
」

　
警
官

の
通
路
警
衛
の
方
法
は
、
今
日
で
は
拝
観
人
に
面
し
て
こ
れ
を
為
す
の
が
通
常
に
な
っ
て
い
る
が
、
右
の
訓
示

に
よ
れ
ば
、
当
時
に
お

い
て
は
思
い
も
及
ば
ぬ

「
大
不
敬
極
ま
る
」
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
方
法
が
と
れ
た
ら
よ
い
と
い
う
願

望
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
は
、
如
何
に
警
衛
責
任
者
た
ち
が
あ
れ
こ
れ
と
真
剣
に
考
え
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
巡
査

-

が
こ
の
事
件
を
起
し
た
こ
と
に
よ
る
衝
撃
は
、
警
衛
責
任
者
た
ち
に
と

っ
て
、
計
り
知
り
が
た
い
程
で
あ

っ
た
ろ
う
。

一
般
世
人
も
同
様
で
あ

っ
て
、　

「滋
賀
県
巡
査
」
に
対
す
る
不
信
の
念
が
燃
え
あ
が

っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
五
月

一
三
目
附
毎
日
新
聞
は

「宜
し
く
東
京
巡

査
を
派
遣
す
べ
し
」
と
論
じ
た
。
曰
く

　

「
…
…
遠
僻
地
方

の
巡
査
に
至
り
て
は
此

二
十
年
間
に
日
本
が
如
何
な
る
進
歩

を
為

せ
し

や
を
知
ら
ざ
る
老

多
し
。
巡
査
は
封
建
時
代

の
武
士
な
れ
ば

人
民

に
対
す
る
封
建

士
族
が
百
姓
、
町
人
に
対
す
る
が
如
く
す
る
者
あ

り
。
外
人
は
是
敵

と
は
独

り
無
知

の
小
民
之

を
信
ず

る
の
み
な
ら
ず
身
を

日
本

の
文
壇

に
置

く
者
と
錐
も
往

々
嬢
夷
論
類
似

の
説
を
主
張

し
愚
民
を
煽

動
す
る
者
あ

り
。
遷
都
に
住
居

し
時
勢

の
変
遷
を
知

ら
ざ

る
巡
査
が
依
然
外
人
是
敵
と
云
ふ
思
想

に

支
配
せ
ら
る
る
こ
と
所
以
な
き
に
あ
ら
ず
。
東
京
神
奈
川

の
巡
査

は
其
学
識
高
く
他

の
府
県
巡
査

の
上

に
出
つ
る
あ

る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
京
浜

二
地

の
巡
査
は

交
際

に
慣

れ
た
る
に
由
る
。
平
生

の
見
聞
廣
き

に
由
る
。
各

地
の
巡
査
津
田
三
蔵

の
如
き
異
人
は
決
し
て
な
き

を
保
証
す
れ
ど
も
、
滋
賀
県
巡
査
に
し
て
斯

の

大
津
事
件
と
滋
賀
県

■

七



大
津
事
件
と
滋
賀
県

八

　

如
上
と
せ
ば
露
太
子
露
国
人
は
各
地
の
巡
査
に
信
用
を
置
か
ず
。
又
我
政
府
も
安
心
す
る
能
は
ざ
る
こ
と
な
る
べ
し
。
此
際
東
京
巡
査
を
派
し
て
太
子
御
旅
行

　

噛中
護
衛
の
任
に
充
つ
れ
ば
露
太
子
も
安
心
せ
ら
る
る
所
あ
る
べ
き
歎
。
余
輩
は
当
局
者
が
早
く
東
京
巡
査
を
派
遣
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
な
り
。」

　

当
時
の
滋
賀
県
巡
査
の
中
に
は
、
当
日
は
帯
剣
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
演
武
場

λ
道
場
)

へ
一
晩
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
思
い
出
話
を
、
後

「に
い
た

っ
て
披
露
し
た
も
の
も
あ

っ
た

(↓
↓
曹
司
晦
朋
パ
昭
摯
・
当
路
者
の
間
で
は
ギ
巡
査
の
中
に
共
同
謀
議
者
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
・
と
心
配

さ
れ
た
徴
候
も
あ
り
、
滋
賀
県
庁
所
蔵
の
五
月

一
一
日
の
日
記
に

「午
前
四
時
二
〇
分
着
汽
車
で
名
古
屋
か
ら
憲
兵
來
津
の
筈
に
つ
き
云
々
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
の
を
見
て
も
、
巡
査
に
対
す
る
不
信
は
相
等
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

県
庁
所
蔵
文
書
に
は
、.
事
件
発
生
当
日

「午
後
九
時
各
郡
長

(伊
香

・
西
浅
井
郡
長
を
除
く
)
出
廃
す
、
同
時
大
津
町
村
佃
町
長
出
磨
、
町
,

長
は
明
日
伺
の
為
め
京
都
に
出
張
の
協
議
あ
り
、
午
後
十
時
五
十
分
検
事
種
野
弘
道
出
廉
、
知
事
に
面
会
す
」
之
、
県
内
の
あ
わ
た
だ
し
い
様

子
が
記
録
さ
池
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
大
津
町
で
は
、
直
ち
に
町
会
が
招
集
せ
ら
れ
て
慰
問
方
法
な
ど
が
議
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、

町
長

よ
り
露
国
公
使
に
対
し

「貴
国
皇
太
子
殿
下
御
遭
難
、
町
民

一
同
驚
愕
の
至
り
に
堪
え
ず
、
謹
ん
で
御
機
嫌
伺
ひ
奉
る
」
と
の
電
報
を
発

す
る
と
と
も
に
、
更
に
協
議
を
続
け
、
若
し
政
府
に
お
い
て
大
使
を
露
京

へ
派
遣
せ
ら
れ
る
場
合
、
大
津
町
よ
ゲ

一
名

の
総
代
を
選
び
、
露
国

皇
帝

陛
下
へ
謝
意
を
表
す
た
め
随
行
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
政
府

へ
請
願
す
る
こ
と
に
ほ
ぼ
決
し
た
が
、
な
お
協
議
の
結
果
、
今
回
の
こ
と
は
独

り
大
津
町
の
み
な
ら
ず
滋
賀
県
全
体
の
人
民
が
至
誠
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
論
が
大
勢
を
制
し
、
陳
謝
総
代
は
滋
賀
県
よ
り
派
遣
す
る
こ
と

に
改

め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
方
針
も
亦
変
更
さ
れ
、
直

ち
に
電
報
を
以
て
露
国
皇
室

へ
御
慰
問
の
辞
を
呈
す
る
こ
と
と
な
り
、
西
郷
内
務
大

、
.

臣
よ
り
駐
露
公
使
西
徳
次
郎
氏
に
照
会
、
滋
賀
県
民
の
至
誠
を
伝
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
お
そ
ら
く
陳
謝
大
使
の
派
遣

を
待

つ
よ
軌
も
、
早
急

に
事
件
発
生
地
の
住
民
の
意
向
を
伝
達
す
る
ほ
う
が
、
露
国
の
怒
り
を
鎮
め
る
の
に
役
立

つ
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
電
文
は
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。

●

●

、

、
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滋
賀
県
庁
所
蔵
文
書
.の
中
に
は

「電
文
を
直
訳
す
る
処
如
左
」
と
し
て
左
の
如
く
記
し
た
文
書
が
あ
る
。

　
　
　
「内
務
大
臣
よ
り
在
セ
ソ
ト
ペ
ー
タ
レ
ス
ボ
ル
グ
西
氏
江
の
電
報
」

　
　
　
「在
セ
ン
ト
ペ
ー
タ
レ
ス
ボ
ル
グ
西
殿

　
　
滋
賀
県
の
主
た
る
人
よ
り
成
り
立
つ
委
員
は
ロハ今
予
を
訪
ひ
該
県
人
民
よ
り
露
国
政
府
へ
の
通
信
を
達
せ
ん
こ
と
を
請
求
せ
り
。

　
　
　　
　
　
　
　大
津
事
件
と
滋
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.
.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
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」
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」
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、

大
津
事
件
と
滋
賀
県

一
〇

　
　
　

其
通
信
た
る
我
帝
国
の
縦
横
を
通
し
て
有
た
る
る
感
情
を
含
む
も
の
な
れ
ば
、
予
は
其
請
求
を
採
用
す
る
に
躊
躇
せ
ざ
り
し
。
即
ち
左
の
も
の
は
外
務
大
臣

　
　
　
.(露
の
)
に
呈
す
る
様
予
が
貴
下
に
請
求
す
る
通
信
な
り
。

　
　
　

大
津
は
滋
賀
県
に
於
け
る
最
も
繁
栄
な
る
町
の
一
に
し
て
勉
強
な
る
且
又
法
律
に
服
従
す
る
人
民
に
依
り
住
ま
は
る
。
其
住
民
は
平
和
的
秩
序
的
及
忠
君
な

　
　
　
る
市
人
と
し
て
こ
と
に
著
名
な
り
し
。
而
し
て
只
に
大
津
の
市
人
の
み
な
ら
ず
該
県
人
民
は
露
国
皇
太
子
殿
下
が
英
町
に
御
来
臨
相
成
り
し
名
誉
を
以
て
傲
慢

　
　

な
り
し
。
而
し
て
其
人
民
は
今

一
個
的
に
又
集
合
的
に

(
一
人
々
々
皆
欠
ク
.ル
コ
ト
ナ
ク
同
意
ヲ
以
テ
ノ
意
)
其
皇
太
子
に
加
へ
た
る
、
為
め
に
大
津
の
臭
名

　
　
　
へ
永
久
不
滅
の
恥
辱
不
面
目
を
来
し
た
る
、
挑
発
せ
ら
れ
ざ
る
卑
怯
の
襲
撃
に
対
し
満
腔
無
限
の
憎
悪
怨
恨
責
罰
の
意
あ
る
を
示
さ
ん
と
欲
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
郷
」

　
　

右

の
翻
訳
文
は
、

い
か
に
も
明
治
中
期
ら
し
い
逐
語
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
電
報
に
つ
い
て
県
の
保
存
文
書
に
よ
れ
ば
、
発
起
者
と
し
て

「鵜

　
飼
退
蔵
、
林
田
騰
九
郎
、
上
田
喜
陸
、
岡
田
逸
次
郎
、
八
田
四
郎
次
、
辻
平
吾
、
馬
場
新
三
、
中
小
路
与
平
治
、
脇
坂
行
三
、
川
島
宇

一.郎
」

「

の
十
名
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
衆
議
院
議
員
の
川
島
氏
を
除
く
他

の
九
名
は
い
ず
れ
も
県
会
議
員
で
み

る
。
そ
し
て
こ
の
十
名

　

の
名
を
以
て
各
郡
長
に
宛
て
た
五
月
二
五
目
附
の
次
の
如
き
文
書
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
「拝
啓

陳
は
露
国
皇
太
子
殿
下
御
遭
難
に
付
我
県
民
よ
り
御
慰
問
の
件
に
関
し
製
に
御
協
議
及
ひ
居
候
儀
も
有
之
候
処
各
部
一
致
の
御
賛
同
を
得
た
る
を

　
　

以
て
爾
後
我
々
発
起
者
に
於
て
討
議
の
上
取
扱
た
る
顛
末
左
に
致
開
陳
候
・

　
　
　

.
一・、
露
国
皇
太
子
殿
下
御
慰
問
の
件
に
付
て
は
我
々
発
起
者
協
議
の
上
当
路
の
大
臣
へ
内
伺
を
経
た
る
に
此
際
隣
好
を
重
左
し
旧
誼
を
保
た
ん
と
す
る
の
上

　
　

に
於
て
は
物
品
献
進
の
こ
と
は
姑
く
措
き
代
ふ
る
に
露
国
皇
帝
陛
下
へ
対
し
我
県
民
の
真
実
な
る
敬
愛
の
衷
情
を
表
す
る
為
め
御
慰
問
の
電
信
を
発
送
す
る
の

　
　

最
も
必
要
な
る
こ
と
を
認
め
た
る
に
付
我
々
発
起
者
は
県
民
惣
代
と
し
て
五
月
一
五
日
前
陳
の
旨
諏
を
以
て
直
ち
に
発
電
の
手
続
を
為
し
た
り
。

　
　
　
　
一
、
我
天
皇
陛
下
へ
天
機
伺
の
為
め
我
々
発
起
者
は
県
民
惣
代
と
し
て
五
月

一
五
日
京
都
皇
居
へ
参
内
し
土
方
宮
内
大
臣
へ
面
謁
の
上
書
面
を
奉
呈
し
執
奏

　
　

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
申
請
し
た
り
。

　
　
　

右
の
通
に
候
条
雪
交
、
直
訳
書
井
に
天
機
伺
書
写
相
副
へ
此
及
御
報
告
候
、
各
町
村
長
諸
君
へ
は
貴
下
よ
り
宣
く
御
遊
報
相
成
度
、
其
実
費
各
町
村
負
担
額

,

　
　

は
畳
衙
に
御
取
纏
め
の
上
本
月
三
十

一
日
を
限
期
し
滋
賀
郡
役
所
へ
御
送
付
被
成
下
度
依
て
計
算
書
を
具
し
併
て
及
御
依
頼
候
也
」

　
　

こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
計
算
書
と
題
す
る
別
紙
に
は



/

　

「
露
国
セ
ソ
ト
ペ
ー
ト
ル
ス
ボ
ル
グ
迄
、
語
数
百
九
十
九
語
、
此
電
報
料
金
二
百
七
十

一
円
八
十
四
銭
、
明
治
二
三
年

一
二
月
調
現
住
戸
数

十
三
万
四
千
八
百
六
十

一
戸
の
内
、
地
方
税
戸
数
割
を
免
除
せ
ら
れ
た
る
窮
民
戸
数
五
千
五
百
二
十
八
戸
を
除
き
、
残

る
十
二
万
九
千
三
百
三

十
ゴ
戸
に
分
配
、

一
戸
に
付
金

二
厘

一
毛
○
八
六

一
L
と
さ
れ
、
さ
ら
に
郡
別
に
次
の
表
が
書
か
れ
て
い
る
。

郡

別

現

住

戸

数

窮
　
民
　
戸
　
数
　
　
窮
民
を
除
き
た
る
戸
数

金

額

高 西 伊 東 坂 犬 愛 神 蒲 甲 野 栗 滋
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二 六 〇 四 九 三 二 〇 三 九 六 五 九 二
八 一 二 八 五 二 八 一 六 三 一 〇 四 七

一

二 一 　　一 　　　　　　　　　　　　　　　一 　　一 　　　　　　　　　　　　　　　一

九 九 一 五 八 三 二 八 八 八 二 七 八 三
● ●　　　●　　　●　　　o　　 　●　　 o　　　●　　　●　　　●　　　・　　 ●　　　●　　　・

三
三

八 五 四 二 九 八 八 五 三 七 五 五 〇
ニ 一一九 九 八 三 八 六 四 七 五 四 二

三 四 一 一 一 八 九 六 七 二 六 一 七 〇

二
七

ニ 　　一 一 二 二 一 一 三 ニ 一 一 二
一 〇 三 一 七 九 六 八 七 八 六 五 七 七
● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …　 　 　 b・ ・ 円

八 六 一 五 四 四 九 六 三 五 八 八 九 三
四 四 七 四 二 〇 八 七 七 五 五 七 六 六
○ 九 六 一 七 一 六 七 六 二 三 一 五 六

'

　
右

の
表
は
当
時
県
の
北
部
に

「窮
民
戸
数
」　
の
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す

点
で
も
参
考
に
な
る
が
、　
い
ず
れ
に
し
て
も
露
国

へ
の
竃
報
発
信

は
、政
府
の
内
意
を
伺

っ
た
上
で
、県
民
の
代
表
と
し
て
の
県
会
議
員

(搬
融
卿
諦
笹

の
発
起
の
下
に
、
県
内
の
窮
民
を
除
ぐ
全
戸
数
の
負
担
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
名
実
と
も
に
、
全
県
民
の
心
か
ら
な
る
陳
謝

の
誠
を
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も

っ
と

も
、
県
所
蔵
文
書
の
中
に
は

「
響
き
に
横
尾
書
記
官

へ
御
依
頼
相
成
候
本
県
人
民
惣
代

よ
り
露
国
政
府

へ
の
慰
問
電
信
文
は
別
紙
の
通
に
有
之

　
　
　
　
　

大
津
事
件
と
滋
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
一

、



　
　
　
　
　
　
大
津
事
件
と
滋
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
二

候
旨
回
盲
よ
り
申
出
候
條
御
承
知
相
成
度
知
事
の
命
に
依
り
此
段
申
進
候
也
」
と
い
、う
五
月
二
十
三
目
附
の
滋
賀
県
知
事
官
房
発
、
中
小
路
与

平
治

・
岡
田
逸
次
郎
宛
の
文
書
が
残

っ
て
い
る
の
で
、
電
文
そ
の
も
の
は
県
官
も
し
く
は
政
府
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
が
な
い
ρ

横
尾
書
記
官
と
い
う
の
は
、
・現
在
で
い
え
ば
副
知
事
に
あ
た
る
職
に
あ

っ
た
人
で
、
事
件
当
時
、
沖
知
事
の
着
任
ま
で
の
問
、
す
べ
て
の
歓
迎

準
備
に
あ
た

っ
た
人
で
あ
る
。
な
お
前
掲
英
文
電
報
の
字
数
が
百
九
十
九
語
と
計
算
さ
れ
て
い
る
の
は
、
貿
易
実
務
の
専
門
家
の
推
察
す
る
と

こ
ろ

に
よ
れ
ば
、

コ
ン
マ
や
セ
ミ
コ
ロ
メ
を
除
い
て
打
電
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。

　

以
上
の
ほ
か
、
県
庁
所
蔵
文
書
の
中
に
は

「
口
上
」
と
い
う
標
題
の
下
に

　
　
　

「今
般
貴
国
皇
太
子
殿
下
本
県
御
遊
覧
に
際
し
恐
れ
多
く
も
同
殿
下
に
対
し
奉
り
兇
暴
相
働
候
者
有
之
我
々
県
民
驚
愕
痛
心
之
至
り
に
堪
え
ず
玉
体
の
一
日

　
　
も
速
に
御
全
癒
被
為
遊
候
様
偏
に
奉
祈
候
此
段
謹
て
御
機
嫌
奉
伺
上
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滋
賀
県
会
副
議
長
中
小
路
与
平
治
　
同
県
会
議
員
鵜
飼
退
蔵
」

と
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
目
附
お
よ
び
宛
名
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
お
ぢ
ず
、
現
実
に
発
送
さ
れ
た
か
否
か
も
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。

　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
大
事
件
に
際
し
て
地
元
滋
賀
県
民
の
驚
き
は
大
き
く
、
町
村
長
は
じ
め
各
種
団
体
の
代
表
が
見
舞
状
や
見
舞
品
な

ど
を
送
り
、
あ
る
い
は
直
接
京
都
の
宿
舎
や
神
戸
の
露
国
軍
艦
に
出
か
け
た
者
の
数
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
中
に
は
犬
上
郡
選
出
椋
原
義

・

彦
、
伊
香
西
浅
井
西
郡
選
出
県
会
議
員

一
同
、
甲
賀
郡
選
出
大
原
重
右
衛
門
、
立
川
伊
与
助
な
ど
県
会
議
員
の
名
が
み
え
て
い
る
。
ま
た
沖
守

固
所
蔵
文
書
に
は

「
県
民
を
代
表
し
て
京
都
御
旅
舘
に
伺
候
す
岡
田
逸
次
郎
」
「斉
藤
式
部
官
に
よ
り
御
慰
問
状
を
呈
す
、林
田
騰
九
郎

・
上
田

・
喜
陸

・
馬
場
新
三
」
と
い
う
よ
う
に
、
県
民
代
表
の
意
味
で
県
会
議
員
が
御
見
舞
に
出
か
け
て
い
る
記
録
も
あ
る

(辮
閾
朧
党
砺
駆
購
嚥
脇
靴
舗
道
)。

た
だ
、
当
時
ど
の
文
書
に
も
県
会
議
長
の
職
名
が
見
え
て
い
な
い
の
は
、
す
こ
ぶ
る
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
.

　

事
件
後
、
電
報
な
ど
に
よ
る
慰
問
状
の
呈
上
、
御
見
舞
品
献
上
な
ど
は
全
国
各
地
か
ら
行
な
わ
れ
、
そ
の
数
は

一
万
有
余
と
も
、
二
万
四
千

と
も
称

せ
ら
れ

(嫉
麟
測
郵
跳
上
)
実
際
の
数
は
必
ず
し
も
正
確
に
把
捉
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、、

と
く
に
事
件
発
生
地
と
し

て
の
滋
賀
県
内
か
ら
の

も
の
が
相
当
数
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
県
庁
所
蔵
文
書
の
中
に



　
　
　
「露
国
皇
太
子
殿
下
御
負
傷

二
付
悲
痛
ノ
情
ヲ
表
ス
ル
為
メ
京
都
駐
在
露
国
皇
太
子
殿
下
ノ
待
從
長
閣
下
宛
ニ
テ
大
暑
左
ノ
旨
趣
ヲ
以
テ
電
報
相
成
然
ル
ベ

　

シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

貴
国
皇
太
子
殿
下
不
慮
ノ
御
遭
難
ア
ラ
セ
ラ
レ
驚
愕
慨
嘆
ノ
至
り
ニ
不
堪
、
謹
テ
殿
下
ノ
御
容
体
ヲ
伺
ヒ
奉
り
速
二
御
平
癒
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
祈
り
奉
り
愛
二

　

真
実
ナ
ル
敬
意
感
情
ヲ
表
シ
奉
ル
宜
ク
御
執
成
シ
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
乞
フ

　
　

又
県
会
議
長
議
員
ハ
各
自
若
ク
ハ
申
合
ニ
テ
、
市
町
村
長
ハ
其
市
町
村
ヲ
代
表
シ
、其
他
商
工
業
会
社
等
ヨ
リ
モ
御
見
舞
申
上
ル
様
御
誘
導
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
」

　
と

い
う

一
片
が
あ
る
。
宛
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
各
郡
長
や
県
会
議
長
な
ど
に
宛
て
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
県
内
各
町
村
長
、

県
会
議
員
、
各
種
団
体
な
ど
が
競

っ
て
見
舞
品
や
見
舞
状
を
出
し
た
の
も
隔

こ
れ
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
露
国
側

随
員

よ
り
発
し
た

「御
県
に
於
て
露
国
皇
太
子
殿
下
に
参
上
又
は
電
報
を
以
て
御
見
舞
せ
し
市
町
村
会
、
府
県
会
議
員
其
他
の
者
あ
ら
ば
、
右

へ
、

殿
下
御
満
足
の
旨
伝
え
ら
れ
た
し
、

又
右
に
関
し
貴
官

の
御
配
意
の
段
本
官
よ
り
深
謝
す
」

と
い
う
電
報
も
、

県
庁
に
保
存
さ
れ
て
い

る
o
此
処
に
は
友
好
的
な
雰
囲
気
が
感
ぜ
ら
れ
、
西
郷
内
務
大
臣
が
判
決
直
後

「
こ
れ
か
ら
戦
争
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
叫
ん
だ
と
伝
え
ら
れ

る
よ
う
な
切
迫
緊
張
し
た
空
気
は
な
い
。
負
傷
が
軽
微
で
あ

っ
た
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
県
民
の
誠
意
が
通
じ
た
と
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
露
国
皇
太
子
は
、
本
国
皇
帝
の
命
に
よ
り
五
月

一
三
日
急
拠
神
戸
の
自
国
軍
艦

へ
引
上
げ
て
養
生
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
.た
の
で
、
本
県
官

民
の
代
表
者
た
ち
も
、

神
戸

へ
出
か
け
て
慰
問
状
お
よ
び

見
舞
品
を
届
け
た
も
の
が
少
く
な
い
が
、

記
録
に
の
こ
っ
て
い
る

見
舞
品
を
見
る

と
、
例
え
ば

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

伊
香
郡
西
浅
井
郡
人
民
総
代
、
丹
生
村
長
丹
羽
太
八
郎
、
同
高
時
村
長
東
野
彌
九
郎
-

菊
水
飴
一
二
個

　
　

伊
香
郡
余
呉
村
平
野
市
助
一

自
製
の
菊
水
飴
五
個

　
　

高
島
郡
各
村
民
代
表
今
津
村
長
堀
井
三
郎
助
⊥

向
島
白
縮
二
疋

　
　

高
島
郡
本
庄
村
梅
村
庄
九
郎
一

高
島
白
縮
三
疋
・

　
　

滋
賀
郡
大
津
町
近
江
婦
人
慈
善
会
幹
事
二
名
-

團
扇
一
箱

　
　

大
津
町
三
井
銀
行
出
張
店
取
締
中
西
友
吉
、第
六
十
四
国
立
銀
行
取
締
役
芳
野
寛
、太
湖
汽
船
取
締
北
川
弥
平
湖
南
汽
船
会
社
社
長
谷
口
嘉
助
i

縮
緬
一
箱

　
　
大
津
町
近
江
米
商
会
所
頭
取
逸
見
嘉
平
治
、
肝
煎
山
中
新
平
衛
一
重
織
物
一
巻

　
　
　
　
　

大
津
事
件
と
滋
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



馬

　
　
　
　
　
　
大
津
事
件
と
滋
賀
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一四

　
　

坂
田
郡
長
浜
町
民
総
代
河
瀬
重
平
f

人
形
一
箱

(県
所
蔵
文
書
に
よ
れ
ば
牛
若
丸
吹
笛
㊨
像
)
な
お
添
付
の
慰
問
状
は
欧
文

　
　

長
浜
町
第
二
十

一
国
立
銀
行
取
締
役
河
瀬
重
平
-

人
形
一
箱

(同
上
寿
老
人
の
像
)
な
お
そ
の
慰
問
状
も
欧
文

　
　

長
浜
町
貴
族
院
議
員
下
郷
伝
平
一

金
剛
縮
緬

一
反

　
　

栗
太
郡
各
村
民
総
代
草
津
村
長
山
内
孫
右
衛
門
一

竹
鞭

一
箱

　
　

蒲
生
郡
八
幡
町
民
総
代
町
長
代
理
喜
多
三
郎
、
町
会
議
員
梅
景
治
郎
兵
衛
-

清
酒
五
十
瓶

　

-

八
幡
町
八
幡
銀
行
頭
取
西
川
重
威
冒

罐
詰
三
打
-

　
　

.犬
上
郡
彦
根
町
民
総
代
町
長
門
野
長
造
、
第
百
三
十
三
国
立
銀
行
副
頭
取
広
野
儀
蔵
、
彦
根
物
産
会
社
社
長
岩
崎
定
流
郎
「
1
各

々
菓
子
一
箱

　
　

滋
賀
郡
大
津
町
長
村
田
六
之
助
一

鈎
春
燈
及
び
附
属
具

　
　

滋
賀
郡
下
坂
本
村
民
総
代
寺
田
庄
兵
衛
、
同
村
長
森
伊
郷
一

唐
橋

(崎
?
)
古
松
の
実
生

旧盆

　
以
上
の
ほ
か

八
幡
町
中

一
商
会
は
京
都
御
旅
舘
に
伺
候
し
松
茸
罐
詰

三
打
を
献
じ
た
と
あ
り
、

ま
た
犬
上
郡
日
夏
村
民
代
表
宮
田
熊
十
郎

「
京
都
御
旅
舘
に
出
頭
し
、
口
頭
を
以
て
御
慰
問
の
執
達
を
願
う
」
と
い
う
ま
う
な
精
神
主
義
的
な
も
の
も
あ
る

露
助
駄
獣
硯
筋
肝
碗
紅
惣
蘭
澱
臥
獅
部
)。

　
右

の
如
く
酒
あ
り
、
菓
子
あ
り
、
缶
詰
あ
り
、
織
物
あ
り
、
人
形
あ
り
、
盆
栽
あ
り
、
と
い
う
工
合
で
、
県
民
各
層
各
界
が
如
何
に
知
慧
を

し
ぼ

っ
て
慰
問
に
努
力
し
た
か
が
如
実
に
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
草
津
か
ら
献
上
の
竹
鞭

一
箱
は
殊
に
意
義
深
い
よ
う

に
思
う
。

　
露
国
皇
太
子
と
同
行
来
朝
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
国
皇
子
ジ

ョ
ー
ジ
親
王
は
、
兇
変
直
前
滋
賀
県
庁
展
示
物
産
中
竹
鞭
を
買
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を

手
に
し
て
皇
太
子
の
人
力
車
の
次
の
人
力
車
に
乗

っ
て
進
行
し
て
お
ら
れ
た
が
、
犯
人
か
ら
二
刀
切
り
つ
け
ら
れ
て
人
力
車
か
ら
と
び
お
ゲ
難

を
避
け
ら
れ
た
皇
太
子
に
対
し
、
犯
人
が

「
尚
も

一
刀
を
加

へ
ん
と
、
右
手
に
剣
を
振
翳
し
つ
つ
、
車
の
右
側
に
廻
り
、
追
駆
ん
と
す
る
際
、太

子
の
次
に
乗
車
せ
ら
れ
た
る
希
臘
皇
子
は
直
ち
に
車
を
飛
降
り
、
県
庁
に
て
買
い
上
げ
ら
れ
た
る
竹
の
根
鞭
を
以
て
、
三
蔵
の
後
頭
部
を
連
打
せ

ら
れ
隅
三
蔵
の
稽
ひ
る
む
と
こ
ろ

へ
、太
子
の
御
召
車
左
側
後
押
の
車
夫
向
畑
治
三
郎
な
る
者
、
両
手
に
て
三
蔵
の
足
を
捉
え
、
力
を
極
め
て
引

　
　
　
　
　
　
　
三
浦
・上

倒
し
た
…
…
」
(

　
　
　
　
　
　
　
　
　

)
「
三
蔵
猶
剣
を
ふ
る

っ
て
追
躡
し
、
殆
ん
ど
犯
し
奉
ら
ん
と
す
る
刹
那
、
希
国
親
王
殿
下
叱
咤
し
て
車
上

よ
り
下
り
、

　
　
　
　
　
　
　
掲
一
二
頁

竹
鞭
を
以
て
三
蔵
を
乱
打
す
る
や
、車
夫
向
畑
…
…
」(説
鴉
加
漱
露
噸
耕
恕
と
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
皇
子
の
勇
敢
さ
と
　竹
鞭
が
露
国
皇

、



夫
子
を
救

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
県
庁
に
保
存
さ
れ
て
い
る
兇
器
の
帯
剣
は
、
後
年
の
巡
査
の
サ
ー
ベ
ル
と
は
異

ヴ
、
重
量
の
あ
る
日
本

刀
の

一
種
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
犯
人
が
路
上
を
逃
げ
る
皇
太
子
に
切
り

つ
け
た
な
ら
ば
、人
力
車

上
に
あ
る
皇
太
子
を
切

っ
た
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
大
き
な
負
傷
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
「
三
蔵
…
…
其
稽
長
ス
ル
処

ハ
撃
剣

ニ
シ
テ
棒
術
弓
術
之

二
次

ギ
亦

射
的

二
習

フ
」
と
い
う
よ
う
な
記
録
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら

最
勝
⊃
賄
掲
)
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
竹
の
根
鞭
は
皇
太
子
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
皇
子

に
と

っ
て
、
ま
こ
と
に
感
慨
深

い
思
い
出
の
贈
り
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
県
内
が
挙
げ
て
慰
問
に
努
力
し
た
反
面
、
大
津
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
で
犯
人
が
死
刑
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
無
期
徒
刑
を
言
い
渡

さ
れ

た
と
き
、
傍
聴
人
中

「
国
家
万
歳
」
　
(も
し
く
は
帝
国
万
歳
)
を
叫
ん
だ
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
記
録
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
三
浦
順
太
郎
氏
の
上
記

「実
験
記
」

に
は

「通
常
謀
殺
未
遂
の
法
条
を
適
用
し
、

被
告
を
無
期
徒
刑
に
処
す
と
言
渡
さ
れ
た
と
き

は
、

満
廷
感
激
、
覚

へ
ず
帝
国
万
歳
の
声
を
発
す
る
も
の
が
あ

っ
た
が
、
予
は
頗
る
意
外
で
あ

っ
た
」　
(六
四
頁
)
と
あ
り
、
ま
た
大
審
院
長

に
対

し
て
も

「判
決
の
結
果
は
意
外
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
た
旨
記
さ
れ
て
い
る

(
同
上
六
六
頁
)。

大
津
裁
判
所
の
予
審
で
は
、
大
審
院
の
管

轄
に
属
す
る
皇
室
犯
罪
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
判
事
と
し
て
は
、
当
然

「死
刑
」
の
判
決
を
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
し

か
し
安
斉
判
事
の
研
究
に
よ
れ
ぽ
、
判
決
の
頃
に
な
る
と
㌔
内
閣
側
の
駿
解
釈
に
反
対
す
る
代
言
人
や
、

こ
れ
を
機
に
反
政
府
の
の
ろ
し

を
あ
げ
よ
う
と
す
る
壮
士
た
ち
が
大
津

へ
集

っ
て
き
た
事
実
が
あ
り
、
事
件
直
後
の
犯
人
に
対
す
る
憎
悪
感
と
は
逆
の
犯
人
擁
護
論
と
反
政
府

的
感
情
が
復
籍
に
か
ら
み
あ
う
物
情
騒
然
た
る
空
気
が
大
津
に
渦
を
巻
い
て
い
た
と
い
え
る
。
五
月
二
七
日
の
判
決
に
際
し

「
国
家
万
歳
」

の

声
が
あ
が

っ
た
の
も
敏
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　
　
　

.・

付
記
1
一

本
稿

は
本
誌
前
号

「
岡
本

教
授
還
暦
記
念
論
文
集
」

　
乞
う
次
第

で
あ
る
。

大
津
事
件
と
滋
賀
県

の
た

め
に
執
筆

し
た
も
の
で
あ

る
が
、
締
切

の
間

に
あ
わ
な
か

っ
た
。
教
授

の
寛
恕
を

一
五


